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「 主 張 」 第 1 7 回  

 『 図 説  損 害 保 険 流 通 ビ ジ ネ ス 』  

           改 革 に 役 立 つ 損 保 業 界 ５ ０ 年 史  

 

 今 回 、『 図 説  損 害 保 険 流 通 ビ ジ ネ ス 』 の 共 同 執 筆 者 と な る

幸 運 に 恵 ま れ た こ と に 感 謝 し て い る 。  

 筆 者 自 身 が 損 害 保 険 会 社 に 入 社 し た  5 0  年 前 の 1 9 7 5  年

は 、 独 占 禁 止 法 適 用 除 外 の 算 定 会 料 率 の 遵 守 義 務 が 保 険 会 社

に 課 せ ら れ て い た 時 代 で あ る 。 日 本 経 済 は 高 度 成 長 の さ な

か 、 モ ー タ リ ゼ ー シ ョ ン に よ る 自 動 車 保 険 の 進 展 も 相 ま っ

て 、 損 保 業 界 は 飛 躍 的 な 成 長 を 果 た し た 。  

算 定 会 制 度 に よ っ て 採 算 割 れ の 心 配 は な い の で 、 と に か く 収

入 保 険 料 （ ト ッ プ ラ イ ン ） を 伸 ば す た め に 、 代 理 店 網 の 新 設

拡 大 に 勤 し ん だ 。 保 険 商 品 は ど こ も 同 じ な の で 、 政 策 株 式 や

本 業 支 援 な ど の 便 宜 供 与 で 競 争 を し た 。 企 業 保 険 の 顧 客 側 も

保 険 会 社 か ら 便 宜 供 与 を 引 き 出 す こ と に 経 済 合 理 性 が あ っ

た 。 損 保 社 員 は 取 引 メ ー カ ー の 新 車 を 車 検 の た び に 買 う こ と

に な り 、 会 社 は 、 社 宅 の 駐 車 場 や ロ ー ン な ど で 車 両 購 入 の 支

援 を し た 。  

 1 9 9 0 年 代 に 算 定 会 制 度 が 廃 止 さ れ 、 保 険 商 品 と 保 険 料 が 自

由 化 さ れ て 、 環 境 が 激 変 し た 。 工 場 火 災 保 険 な ど 競 争 入 札 に

な り 、 保 険 料 が 3 分 の 1 に な る 例 が あ っ た 。 各 社 は 社 費 削 減

に 向 け て 業 界 再 編 に 走 り 、 2 段 階 の 再 編 を 経 て 今 の 3 メ ガ 寡

占 体 制 が 出 来 上 が っ た 。  

 し か し 、 商 品 ・ 保 険 料 は 自 由 化 さ れ た が 、 損 保 営 業 の 商 慣

習 は 変 わ ら ず 続 い た 。 企 業 側 は 、 株 主 で あ る 保 険 会 社 以 外 に

取 引 を 広 げ ず 、 入 札 は す る も の の 共 同 保 険 を 使 っ て 二 番 札 以

下 の 保 険 会 社 と の 取 引 を 続 け た 。  



 保 険 会 社 だ け で な く 、 契 約 者 も 代 理 店 に も 慣 性 が 働 い て い

た 。 競 争 環 境 が 変 わ っ た に も か か わ ら ず 、 便 宜 供 与 が 保 険 会

社 選 定 の 基 準 で あ り 続 け た 。 今 回 の 一 連 の 不 祥 事 件 で 、 こ の

矛 盾 が 明 ら か に な り 、 保 険 業 法 、 監 督 指 針 、 損 保 協 会 ガ イ ド

ラ イ ン 等 の ル ー ル 変 更 が 行 わ れ た 。  

 損 保 業 界 の 現 役 世 代 の ほ と ん ど が 算 定 会 時 代 を 経 験 し て い

な い 。 こ こ ま で の 5 0 年 間 の 経 緯 を 知 ら ず し て 、 企 業 や 代 理

店 の 経 営 者 と 新 ル ー ル に 基 づ い た 実 の あ る 「 対 話 」 が で き る

だ ろ う か 。 本 書 は 、 筆 者 自 身 が 実 際 に 体 験 し た 損 保 業 界 5 0

年 史 と な っ て い る 。 問 題 の 背 景 と な っ た 過 去 の 経 緯 を 読 み 取

っ て い た だ き 、 新 し い 商 慣 習 の 創 生 に 役 立 て て い た だ け れ ば

嬉 し い 。  

 こ こ ま で の 業 界 の 取 組 み を み て い る と 、 保 険 本 来 の 価 値 提

供 に 向 け て 、 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト と ア ン ダ ー ラ イ テ ィ ン グ の

人 材 育 成 に 注 力 し て い る こ と に 期 待 が 持 て る 。 一 方 で 、「 過

度 の 便 宜 供 与 」 の 廃 止 や 独 占 禁 止 法 を は じ め と す る ル ー ル 遵

守 な ど コ ン プ ラ イ ア ン ス 面 に 注 力 す る あ ま り 、 健 全 な 契 約 者

と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 代 理 店 と 保 険 会 社 の 協 力 関 係 が 阻

害 さ れ な い か 心 配 も し て い る 。 業 界 全 体 で 、 顧 客 本 位 の 業 務

運 営 が 実 現 さ れ る こ と を 願 っ て や ま な い 。  

（ 石 井 伸 夫 ： ト ム ソ ン ネ ッ ト Ｓ Ｂ Ｐ ）  


